ソフトウェア使用許諾契約書

本ソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」という。）は、●●株式会社（以下「甲」という。）が提供するソフトウェアの利用について、利用者である●●（以下「乙」という。）との間で締結されるものである。

（第1条　目的）
本契約は、甲が提供するソフトウェアおよび関連資料（以下「本ソフトウェア」という。）の使用条件、権利関係およびその他の取扱いを定めることを目的とする。

（第2条　定義）
本契約において使用する用語の定義は以下のとおりとする。
1. 「本ソフトウェア」とは、甲が乙に提供するプログラム、アプリケーション、モジュール、コード、関連資料、データ、ファイル、マニュアル等一切を含む。
2. 「利用環境」とは、本ソフトウェアを乙が使用するための機器、OS、ネットワーク等の環境をいう。
3. 「複製」とは、本ソフトウェアを記録媒体または記憶装置にコピーする行為をいう。
4. 「改変」とは、本ソフトウェアの全部または一部を解析、加工、翻案、リバースエンジニアリング等により変更する行為をいう。

(第3条　使用許諾)
1. 甲は乙に対し、本契約に従い、本ソフトウェアを非独占的かつ譲渡不能の範囲で使用する権利を許諾する。
2. 本許諾は、乙自身の業務利用に限り有効とし、第三者への再許諾、貸与、譲渡、販売、共有等を含む一切の提供を禁止する。
3. 本ソフトウェアの著作権その他一切の権利はすべて甲に留保され、乙には所有権は移転しない。

（第4条　使用条件）
1. 乙は、本ソフトウェアを指定された利用環境において適切に管理し、第三者に利用させてはならない。
2. 乙は、甲の事前承諾なく、本ソフトウェアを複製、改変、解析、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしてはならない。
3. 乙は、本ソフトウェアに含まれる著作権表示および権利者情報を削除または変更してはならない。

（第5条　禁止事項）
乙は、以下の行為を行ってはならない。
1. 本ソフトウェアを第三者に配布、貸与、譲渡する行為
2. 本ソフトウェアを商業目的（サービス提供等）に利用する行為
3. 本ソフトウェアを不正に改変、複製、解析する行為
4. 本ソフトウェアを用いて法令違反行為、または公序良俗に反する行為を行うこと
5. 甲または第三者の知的財産権、営業秘密、名誉、信用を侵害する行為
6. その他、甲が不適切と判断する行為

（第6条　サポートおよびアップデート）
1. 甲は、乙に対し、本ソフトウェアの不具合修正、アップデート等を行う場合があるが、その提供は甲の任意とする。
2. アップデート版が提供された場合、乙は速やかに適用し、旧バージョンの継続利用による不具合等について甲は責任を負わない。

（第7条　利用料）
1. 乙は、本ソフトウェアの利用に対し、別途定める利用料を甲に支払う。
2. 支払い方法および支払時期は、甲が別途定める条件に従う。
3. 乙が既に支払った対価は、理由の如何を問わず返金されない。

（第8条　知的財産権）
1. 本ソフトウェアに関する著作権、特許権、ノウハウ等の知的財産権は全て甲または正当な権利者に帰属する。
2. 本契約は、乙に対し、本ソフトウェアに関する一切の権利の譲渡または実施許諾を与えるものではない。
3. 乙が本ソフトウェアを利用して作成した成果物（データ等）は乙に帰属するが、甲は技術改善のため匿名化した統計情報として利用することができる。

（第9条　機密保持）
1. 乙は、本ソフトウェアに関する非公開情報を第三者に開示してはならない。
2. 本条の義務は、本契約終了後も継続する。

（第10条　免責事項）
1. 甲は、本ソフトウェアが完全性、正確性、有用性、特定目的適合性を保証するものではない。
2. 本ソフトウェアの利用により生じたいかなる損害についても、甲は責任を負わない。ただし、甲の故意または重過失による場合はこの限りでない。
3. 乙の利用環境、ネットワーク障害、外部サービス仕様変更に起因する不具合について、甲は責任を負わない。

（第11条　損害賠償）
乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙は甲に対し、通常かつ直接の損害の範囲で賠償するものとする。

（第12条　契約期間）
1. 本契約の有効期間は、本ソフトウェア利用開始日から1年間とする。
2. 期間満了の30日前までに双方からの解約通知がない場合、自動的に1年間更新される。

（第13条　契約終了）
1. 乙が以下のいずれかに該当した場合、甲は通知なく本契約を解除できる。
　(1) 本契約に違反した場合
　(2) 支払いを遅延した場合
　(3) 反社会的勢力との関与が判明した場合
2. 契約終了後、乙は本ソフトウェアおよび複製物を全て削除し、甲に報告するものとする。

（第14条　反社会的勢力の排除）
甲および乙は、暴力団等の反社会的勢力に該当せず、またこれらと関係を持たないことを保証する。

（第15条　準拠法および裁判管轄）
1. 本契約の準拠法は日本法とする。
2. 本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（第16条　協議事項）
本契約に定めのない事項について疑義が生じた場合、甲乙は誠意をもって協議し解決を図るものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

●●年●月●日

甲　●●株式会社
住所：
代表者名：

乙　●●
住所：
代表者名：

